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はじめに 
令和 5年度の当初予算編成にあたり、項目ごとに列記しました事項について、

速やかな検討と確実な事業推進のために、ご尽力いただきますようお願いしま

す。 
現在、日本において長引くコロナ禍や世界の紛争等による物価高騰で国民の

生活は疲弊しています。また、自動車産業の街、刈谷市にとって世界経済の悪

化は税収面においてマイナスに働きます。半導体、部品等の不足も長引いてい

ます。車の生産に暗い影を落としています。また、飲食、ホテル、タクシー、

旅行業界等も苦しい状況が続いています。今後、年末に向け雇用の維持も懸念

されます。コロナ禍により企業のテレワーク化が進みそれに準じて刈谷市内の

人・物・金の流れは大幅に変化いたしました。特に刈谷市内の飲食業、小売業

は大きな打撃を受けています。刈谷駅北口エリアの物件から店舗が撤退しビル

等が売りに出されている状況です。アフターコロナの社会を考えますと世界は

大きく変わると考えられます。企業での働き方、人々のライフスタイル、商売

の仕方等、大きなパワーシフトが起こると考えます。刈谷市はいち早く、これ

に対応し従来の思考を大きく変える必要があります。今後は忍耐の行政の舵取

りをしなければなりません。実際、市民税等が減収傾向にあります。歳入が減

るのですから、歳出のコントロールをしなければなりません。刈谷城を始め不

要不急の施策はすべきではありません。どうか刈谷市民の生活を守る良識ある

行政運営を願います。 
コロナ禍で、ますます子ども達の生活環境が悪くなっています。こういう苦

しい時代においても必要なのは次世代の人材育成だと考えます。その中でもと

りわけ、子育て・教育の施策が大切だと考えます。近年「子どもの貧困」問題

がクローズアップされています。国の礎は「人」です。子供にしっかりとした

教育を実施し、教養・人格を向上させ土台のしっかりした大人に育てることが

国や刈谷市の繁栄に繋がります。また、世界に目を向ければ、紛争、難民、自

然災害、企業、政治のモラル問題などたくさんの憂慮すべきことが山積みです。

刈谷市はグローバル企業が多いだけに世界情勢とリンクしています。世界情勢

の不安定が刈谷市の不安定に繋がります。さらに今後、加速的に欧米・中国な

どが内燃機関の自動車から電気自動車への促進する流れになって来ています。

これは刈谷市の産業構造を変える大きな流れだと考えます。今後、予断を許さ

ない未来へ向かって刈谷市は大変な選択と決断をしなければなりません。その

選択は市民の為、特に子供たちの未来の為の選択と決断でなければなりません。 
 今後の刈谷市に「少子化」「高齢化」「電動化」「コロナ禍」の波が大きくし押

寄せて来ます。また、コロナウィルスの第７波も落ち着いて履きましたが、コ

ロナとの戦いはまだ続きます。そのような状況の中で未来のビジョンを描く時、

行政改革、職員の意識改革、議会改革、議員の意識改革、市民の意識改革がな
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ければ明日の刈谷の未来は築けないと考えます。 
 
 清風クラブの予算要望については、現状を考慮し、出来るだけスリムなもの

にしました。人材不足による労務単価が高騰やコロナ渦による建築コストの高

騰で今後の公共施設の建設等は慎重に考えなければなりません。幸い児童・生

徒の数が増え始めています。これをチャンスと捉え、子育て・教育政策のさら

なる充実が必要です。企業内においては、「うつ」「大人の発達障害」等の課題

が生じています。さらに、子どもの自閉症スペクトラム等も増えています。 
第８次刈谷市総合計画においては、新型コロナをはじめとする感染症対策の

充実や SDGs、Society 5.0 などの理念や目標を明確に定め、地震台風、大雨な

どの災害対策など身近な課題克服し、刈谷市民の希望ある未来を構築するもの

であることを期待する。 

 
結びに、これからの刈谷市は人に優しい街であって欲しいと願うばかりです。 
市当局においては、未来を、次世代を見据えた刈谷市民１５万人の為の施策を

進めて頂きますようお願いします。 
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企画総務関係（５７要望） 

   
１ 市民が行政への参加意識を高めるため、徹底した情報公開と各種審議会委       

員を広く市民からよりふさわしい人材を公募する事。また、女性の登用を

積極的に図ること。さらに活発な議論が出来るような「場」を作ること。

数値目標 50％を目指すこと 
 
２ 各種審議会の活性化を図るため、審議会の開催期日等をホームページ等で

公開し、答申などの公開と意見公募を実施すること。実施したことを市民

にしっかりＰＲ・広報すること。 
 
３ パブリックコメントに、市民が積極的に参画できるようホームページ偏重  

を改め、地域での公聴会やはがき、ＦＡＸなどで対応できるようにするこ

と。幅広く市民から意見を集める仕掛けをすること。 
 
４ 女性の社会進出を支援するための措置として、待機児童の解消など少子 

化への対応を含めた刈谷市独自の総合的な計画を策定し、早期に実施する 

こと。 
 
５ 地域防災の中心的役割を果たす消防団員の確保に、広域で優遇制度などの

抜本的対策を実施すること。女性消防団を検討すること。（女性消防操法大

会参加も検討すること。） 
 
６ 防災ボランティアなどの人材確保、育成のさらなる拡充を目指し支援をす

ること。中学生防災リーダーの育成を検討すること。 
 
７ 災害における要支援者への対応をさらに充実させ、市の責任において実施

し、地区任せにはしないこと。 
 
８ 地域安全パトロール隊への支援を充実させることと、補助金算定の見直し

を行うこと。また、一般市民等に防犯ベスト等の防犯グッズ（刈谷市独自）

などの貸し出しをすること。 
 
９ 福祉団体等のＮＰＯとの積極的な協働、連携を深め効率的で質の高い行政

サービスを推進すること。 
 
１０ 職員および会計年度任用職員等の綱紀粛正をはかり、公僕としての自覚
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を高めるよう教育を徹底すること。 
 
１１ 行政経営推進事業を実効性のあるものにし、行財政改革を徹底すること。 
 
１２ 退職職員は市関連会社への再就職を自粛する内規などを設けること。 
 
１３ 議員、市民のいわゆる「口利き」を含め、市民要望の全てを記録し、そ

の対応を公開する仕組みをつくること。 
 
１４ 補助金交付は、庁内の検討部会だけでなく、第 3 者を含めた審議会を設

置し、そこでの議論を踏まえ適正に交付する仕組みを検討すること。 
 
１５ 広告収入事業は命名権売買をはじめ、税外収入を確保するための施策を

拡充し実行すること。 
 
１６ 「あいかり」「LINE」アプリのさらに活用を推進すること。 
 
１７ 常に入札の落札率を特に注視し、入札監視委員会の機能をさらに充実さ

せること。（落札率９５％程度が常態化していることに注視すること。） 
 
１８ 指定管理者選定における選定方法、審査内容の結果をホームページ、市

民だより等で公表すること。 
 
１９ 業務の分量を考慮し、それに見合った職員数を配置すること。また、職

員の心のケアを配慮すること。 
 
２０ 各自治会の活性化を図る為に、コミュニティー交付金の制度の改善をは

かり有効活用すること。また、地区の負担の軽減を図り、さらなる自治

会の機能アップをはかること。（自治会における住民会議を地区主体から

市民協働課主導に改める） 
 
２１ 公共施設の整備等に備えて、市民参加の公募債・クラウドファンディン

グ等の活用を検討すること 
 
２２ 公共施設の存在意義を精査し、適切に維持・廃止・機能転換を検討する

こと。 
 
２３ 刈谷駅南口に公設民営、民設民営を含め交番等の検討と設置に努めるこ
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と。 
 
２４ 三河地震、伊勢湾台風などの災害の歴史をテーマに防災学習施設を設置

すること。 
 
２５ 原爆パネル展のような防災をテーマとしたパネル展等を開催して学習の

機会を設けること。 
 
２６ 災害時（水害等）に備えて、市内のマンション、企業等との防災協定を

推進すること。 
 
２７ 市内の公（設置された施設は除く）、民間施設でバルクタンク（ＬＰガス）

設置する施設に対して災害用バルクタンクに機能アップする補助事業を

推進すること。 
 
２８ 都市施設管理協会は、収益性等も考慮に入れ民間のノウハウを取り入れ

効率の良い組織に改革すること 
 
２９ 自主防災組織の消防機能を充実させるため、可搬式ポンプなどの購入に

支援を検討すること。 
 
３０ ファミリー層の定住人口の定着（転出を止める）を進める政策、研究を

実施すること。 
 
３１ 銀座ＡＢ地区のプロポーザルの反省を踏まえ、プロポーザルのあり方を

見直すこと。 
 
３２ 刈谷市の人口動態（結婚適齢期）を鑑み、婚活対策をはじめ、都市のあ

りようについて検討すること。 
 
３３ 議会事務局の局長は、一度、その任務についたならば当局の任務につか

ないこと。 
 
３４ クレジットカード、PayPay 等を利用した納税の拡充をはかると共に市民

に周知をすること。 
 
３５ 全ての候補者の選挙用ポスターの掲示をシルバー人材に委託すること。 
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３６ 刈谷市が行う会議・地区会議等に積極的に市民協働課のファシリテータ

ー（まちづくりコーディネーター）を起用すること。 
 
３７ 地区や自治会の負担の軽減を至急はかること。 
 
３８ ゾーン３０の成果と課題を検証すること。 
 
３９ スーパー台風、ゲリラ豪雨、竜巻、ビル風等の風災害に注視し対策をこ

うじること。 
 
４０ 横断歩道、カーブミラー等の設置については在勤者等の意見も考慮に入

れること。 
 
４１ 市民サービスのワンストップサービスの設置を実施すること。 
 
４２ 「書かない窓口」の早期実現に努めること。 
 
４３ 核ごみ拒否条例の制定をすること。 
 
４４ 防犯カメラの設置を知らせるために目立つ看板の設置の拡充をすること。 
 
４５ 刈谷駅北口周辺の迷惑駐車対策を推進すること。 
 
４６ 刈谷駅周辺の騒音問題を調査し対策を検討すること 
 
４７ 刈谷市で一番犯罪件数が多い桜地区の犯罪件数抑制施策を実施すること。 
 
４８ KARIYA FREE Wi-fi については電波状態を調査し利便性をアップする

こと。災害時に活用すること。 
 
４９ 刈谷市の新規事業について議会に「後追い議決」させることのないよう

に配慮すること。 
 
５０ 税収の大幅減を見越し、国に対し一時的に地方の法人市民税率の割合を

増やすことを要請すること。 
 
５１ 法人市民税の状況（市民法人税の一部国有化も含めて）を詳細に市民に

公開すること。 
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５２ 市の事業に対して、コンサルタントに依存するのではなく職員の能力を

大限に活用すること。 
 
５３ 依佐美工業団地計画は“モノづくり”に限定することなく、IT、IOT、

AI、5G など新産業を踏まえた計画とすること。 
 
５４ マンホールトイレ整備事業の前倒しをすること。 
 
５５ 議会の請願・陳情の採択について尊重し、それに見合った予算と対応を

すること。 
 
５６ 地区役員不足が深刻化している、コロナ明け事業などの再開している中、

必要な支援策を検討、実施すること。 

 
 
５７ 自治会の加入率の向上を図ること。 
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福祉産業関係（５０要望） 

 
１ 自動車産業に頼りすぎる刈谷市でなく、将来に向けた新たな産業育成と誘

致を図ること。 
 
２ トヨタ系企業とのトップ懇の開催や、中小企業振興条例に沿って市内各事

業者の支援をすること。 
 
３ ゴミステーション設置のため、公園などの公有地を活用すること。 
 
４ 中小企業の就職支援として、大学生の奨学金“チャラ”支援をすること。 
  （地元の企業に就職した学生の支援） 
 
５ 看護師、介護師不足を解消するために、奨学金チャラ支援を実施すること。 
 
６ 地域防災マップの作成を働きかけると共に、AED マップつくりを奨励する

こと。ＡＥＤ設置補助を検討すること。 
 
７ 認知症の早期発見をめざし、認知症検査を特定健診に導入すること。 
 
８ 猛暑に対応するため、中長期的な計画を策定し熱中症予防のためのメール

配信を実施し、熱中症対策を充実させること。 
 
９ 観光協会は自主、自立をめざし、活動しやすい環境整備に努めること。 
 
１０ 郷土の祭りの育成支援をはかり、『刈谷市観光推進基本計画』の推進と観

光振興をはかること。地元の声を聴き的確な財政支援をすること 
 
１１ 介護保険制度に対応できる施設の充実、人材確保、民間活力の導入、在

宅サービスの拡充など、不公平のないよう介護保険事業計画、老人保健

福祉計画に基づき、確実な施策実現を図る事。また、サービスの不服申

し立てに対して第３者評価機関を設け、その内容を公開すること。 
 
１２ 看護・介護の在宅へシフトする中での弊害を調査、研究し、課題を明ら

かにして対応すること。また、人材の確保に対してバックアップするこ

と 
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１３ 介護予防や健康維持促進のための施策を充実させるため、保健センター

の機能とスタッフを充実させること。また、健康マイレージを充実させ

ること。また、スポーツ・健康増進施設等の利用料減免を５０歳以上か

ら行うこと。 
 
１４ 大人のひきこもりの実態調査を検討すること。 
 
１５ 子ども・若者育成支援協議会の総合的な計画を策定し、ネットワークの

充実を図ること。 
 
１６ 重度重複障害者の介護負担の軽減を図るとともに、障害者の支援体制の

充実を図ること。 
 
１７ 視覚・聴覚障がい者や独居高齢者の為のハード面を整備し災害時対策を 

確立すること。 
 
１８ 市内の公園等を含め公共施設のユニバーサル化を積極的に推進すること。 
 
１９ 独居高齢者が増加することが予測されることから、リバースモゲージ等

の支援など検討すること。成年後見人制度の周知の徹底をはかること。 
 
２０ 老人福祉施設と保育園などの施設との交流を推進すること。 
 
２１ ドッグラン設置や里親の募集など、ペットの飼い主のモラル向上や命の

大切さを伝えるペット行政の充実を図ること。また、獣医やペットショ

ップ、市民に民間の動物愛護団体設立を働き掛けること。 
 
２２ CO2 削減に向け、企業、市民に対し必要な措置を講ずること。また、削

減成果を数値として公表し、事業の評価を明確にすること。 
 
２３ 待機者解消のため、国の動向を踏まえ、第 8 期刈谷市介護保険事業計画・

高齢者福祉計画に、特別養護老人ホームの拡充を記載すること。また、 

介護と看護を一体的に提供する看護付き多機能介護事業者に、市独自の

事業所開設、運営支援を検討すること。 

 

 
２４ 改正自殺対策法にもとづき、医師や企業、学校、市民を網羅した自殺対

策協議会を検討すること。また、実態の把握に努めること。 
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２５ 国保、介護保険料などの値上げは慎重に行うこと。 
 
２６ 産業振興センターの機能チェンジについて、学習支援施設、図書館等の

設置、大学のサテライト、ベンチャー企業の誘致等を検討すること。ス

タートアップ企業の育成に務めること。 
 
２７ 産業振興センター利用者の相生駐車場料金の見直し、アイリスホール駐

車場との不公平性を解消すること。 
 
２８ 刈谷市内の都市公園の使用料は、ハイウェイオアシスを含め、その公園

の機能を考慮して適正に算出するよう努めること。 
 
２９ 環境配慮の観点から、公共施設、商店街施設等でクールシェア・ウォー

ムシェアを実施すること。または後押しすること。 
 
３０ 地域猫の不妊・去勢手術の補助を拡充すること。譲渡会などの実効的な

活動も支援すること。 
 
３１ ピロリ菌検査の助成をすること。 
 
３２ 高校生の医療無料化（通院）・大学生の医療無料化（通院・入院）を検討

すること。国に意見を述べること。 
 
３３ 依佐美地区の市街化拡大、依佐美の工業団地開発にあたっては、市民へ

の情報提供をしっかり行うと共に、農業従事者との対話を十分すること。

依佐美送信所の鉄塔跡地を後世に残す計画を検討すること。 
 
３４ 刈谷市の農業のあり方について、将来を見据えた的確なビジョンを策定

すること。 
 
３５ 市街化調整区域の農地の転用、特に青地の転用についてはよく注視する

こと。 
 
３６ 転用された農地（雨水の阻害行為をされた土地）の雨水対策をしっかり

指導すること。 
 
３７ 農家の人材育成の為に、積極的に営農をバックアップすること。 
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３８ 生活保護世帯への空調機器設置の補助をすること。 
 
３９ アルコール対策基本法にのっとり適切に支援すること。 
 
４０ 大人の発達障害の動向を調査し対策をこうじること。 
 
４１ 終活支援の拡充 
 
４２ 円安、燃料高、物価高等、急激な変化に伴い生活困窮者、中小零細企業

への支援策を検討すること。 

 
４３ 金婚を祝う会を全員に行うこと。 
 
４４ 刈谷市内で活動するボランティア団体への財政支援を拡充すること。 
 
４５ 教職、医療、福祉、介護等の関係者に対して感染症対策を施すこと。 
 
４６ 子ども食堂・フードバンク・フードドライブ実施団体と連携して、生活

困窮者に食料支援をすること。 
 
４７ 公園のタバコ禁止、ヨット・ボートの不当係留等に対して市独自の環境

保全条例で対応すること。 
 
４８ いきいきクラブの活性化に尽力すること。 
 
４９ ゴミ袋にバイオマスプラスチックを採用すること。また、カラス等が嫌

う黄色に変えること。 
 
 
５０ 行政の備品等については、脱プラ等（CO2 削減）の新素材を積極的に使

うこと。マイクロプラスチック等を減らす施策を行うこと。 
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建設関係（４４要望） 

 
１ まちづくり協議会・住民会議等を積極的に支援すること。 
 
２ 市営住宅入居者の高額所得者の退出促進と、民間アパートを活用する為に

借り上げ方式を検討すること。 
 
３ 全市的な道路計画の策定を行い、市内交差点における渋滞解消と、安全対

策として右折帯の設置を早急に進めること。 
 
４ 水没地域の早急な対策を講じる事(都市部における水害対策として調整池を

補完するものを推進すること。） 
 
５ ミササガ公園、総合運動公園の堤防や河川敷を有効活用したサイクリング

ロード・ウォーキングロードの安全性を重視し、親しまれる水辺として整

備すること。 
 
６ 南北縦貫道路は経済状況、住民の声、自然環境保持を考慮しつつ、事業進

捗を図ること。 
 
７ 調整池の土地有効活用を図ること。 
 
８ 依佐美鉄塔跡地７ヶ所は当初計画通りポケットパーク化し、ウォーキング

コースとして整備を進め、市民の健康保持に努めること。 
 
９ 市内公共施設のバリアフリー化を積極的に推進し、既存のもので老朽化し

たものは改修すること。 
 
１０ 歴史の小道、市道２－４８５の拡幅整備を周辺景観に配慮した町並み形

成に心がけること。 
 
１１ 市民ボランティアによる公共施設(道路、公園)の里親制度の充実を図 

ること。 
 
１２ 調整区域内の一団の集落は市街化区域に編入促進を図ること。 
 
１３ ハイウェイオアシスは官民連携を強化し、民間に応分の負担を求めるこ
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と。 
 
１４ 自転車の利用しやすい道路づくりを促進するネットワークの推進に努め

ること。 
 
１５ 猿渡川堤防をウォーキングコースとして整備すること。 
 
１６ ミササガ公園は双葉グランドを含めて指定管理者の導入を検討すること。 
 
１７ 空家・空地対策を法律に従って早急に実施すること。 
 
１８ 今後、歩道橋の設置をせず、出来る限り横断歩道を設置すること。止む

を得ない場合はエレベーターを設置すること。 
 
１９ 持続可能な社会推進の為に公共施設連絡バスに低炭素バス（EV・HV 等）

を採用すること。 
 
２０ 公共施設連絡バスを有料にするならば以下のことを推進すること 
 

⑴公共施設連絡バスの利便性を高めるため、他市との接続や、停留所、車

寄せなどの道路改良、乗り継ぎ、実施すること。また、青山斎園への乗

り入れを実施すること。 
    

⑵オンデマンドバス・タクシー制度を導入すること。 
 

⑶刈谷市の食品スーパーの減少を考慮し、公共施設連絡バスからスーパー、

銀行、医院などの生活支援バスに機能転換をはかること。有料型の小型

の生活支援バスの導入を検討すること。） 
 
２１ 買い物難民対策の一環として移動スーパーについて積極的支援すること。  
 
２２ ミササガ公園の遊歩道をアンツカーにすること。 
 
２３ スケードボード等専用の練習場の整備を検討すること。 
 
２４ 危険な側溝に早急に蓋をすること。 
 
２５ 市内の川の堤防などの危険個所に安全対策をすること。 
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２６ 都市計画税の税率の見直しを検討すること。 
 
２７ 不法なボート等の係留を解消すること。 
 
２８ 名鉄バスの補助事業に関しては、抜本的に事業を見直し市民にとって価

値ある事業とすること。（廃止という選択肢も検討すること。） 
 
２９ 建設コストの高騰や市民の理解が得ているとは考えにくい（刈谷市の主

権者は刈谷市民である。）「刈谷城一部建設３０億円」（コストの上昇に注

視すること。）に対しては見直し・中止をすること。 
 
３０ 刈谷城の復元について必ず、市民アンケート・タウンミーティングを速

やかに実施すること。反対が多い場合は即刻、建設を中止すること。 
 
３１ 市民アンケート・タウンミーティングの結果で刈谷城復元が支持されて

いたならば、市民・企業による速やかな募金活動を展開すること。目標

３０億円とする。 
 
３２ 刈谷駅北口交流施設の運営は指定管理者と密に連携すること。 

 
３３ 公共施設等は透水性アスファルトを積極的に使用すること。また、民間

の建設に対してもバックアップすること。 
 
３４、市内の宅地内に雨水浸透桝の設置を義務付けること。 
 
３５ 刈谷駅南口ロータリーの築山を廃止して有効活用をすること。 
 
３６ 樹木、雑草の剪定の拡充と促進をすること。 
 
３７ 小垣江北部の区画整理事業に対して期限を決めて早急に着手すること。 
 
３８ ミササガ公園 BBQ 場に防犯カメラを設置すること。 
 
３９ 巡見橋、高須橋の中間の橋を計画し、小垣江北部区画整理と連動させる

こと。 
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４０ 刈谷市駅エリア再開発に対して住民個々の意見を尊重すること。 
 
４１ ２０００年に改正された新耐震基準を満たしていない建物に対して改修

補助の拡大 
 
４２ 急速に進む社会インフラ（上下水道・橋梁等）の老朽化対策にさらに尽

力すること。 
 
４３ ミササガ公園内の飲食店建設は、樹木の伐採、緑地の減少をできるだけ

縮小すること。 

 
４４ 物価高騰に対応して水道料金等の減免等を継続して行うこと。 
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市民文教関係（４３要望） 

 
１ 正規の教員を増やし３０人学級を含めた少人数授業実現に向け、国・県に

積極的に働きかけること。 
 
２ 小中学校における学習・発達障害の子供たちへの支援体制を充実するため

に、補助員、臨時教員などの拡充を図ること。 
 
３ スポーツマスタープランの計画実現と、一市民一スポーツの普及、支援を

図ること。ニュースポーツの普及と指導者の育成を図ること。 
 
４ 住吉小学校の桜、クヌギなどの樹木を有効活用すること 

 
５ 人材確保の為に公民館役員に対する処遇改善を検討すること。 
 
６ 教職員不足を解消するために、奨学金チャラ支援を実施すること。 

 

７ 通学路の安全確保のため、危険個所などを改めて調査をすること。また、

通学路のグリーンベルトについて安全性を確保すること。（電柱のはみ出し、

街路樹、交通量など） 
 
８ 子供スポーツ育成のため、体育館、柔剣道場等の利用料や空調の使用料を

減免の措置を検討すること。 
 
９ 地域コミュニティー活動の充実のため、さらなる市民館事務所の拡充を検

討すること。 
 
１０ 市民館の 2 階トイレは男女別にすること。 
 
１１ 安全な水を供給するため、学校の給水に全て直圧方式を取り入れること。 
 
１２ 城町図書館はバリアフリー化を含む、建て替えを検討すること。 
 
１３ 青年学級を市民館単位で活用する制度にすること。 
 
１４ いじめの撲滅に対する施策の充実を図ること。 
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１５ 森三郎童話を市民だよりで PR すること。 
 
１６ 夏休みのプールの活用を民間力の活用等も考慮して考えること。 
 
１７ 硬式少年野球の育成の為の場所を提供すること。 
 
１８ 学童保育の充実(定員の増、保育時間の延長など)、児童委員の人材確保、

育成充実、処遇改善、受け入れ条件の見直しをはかること、また放課後

子供教室との役割を明確にすること。 
 
１９ スポーツ活動の学校施設開放は場所取りの無用な競争を避け、団体間の

信頼関係を維持するため、スポーツ利用団体主導の運営委員会を設置す

ること。 
 
２０ 全ての保育園・幼児園の職員の処遇改善に努めること。 
 
２１ 避難所となる小・中の体育館に無線 LAN 環境を整備すること。 
 
２２ 解散が増えている子供会・婦人会に対して早急に分析をし、対策をする

こと。 
 
２３ 全ての外国人の子供に教育を受けさせるよう努めること。 
 
２４ 刈谷市内の子供の貧困の状況を調査すること。 
 
２５ 文化協会の産業振興センターで行われる華展・茶会等の発表会における

出展者が払う会費の負担が重く、年々出展者の減少が見受けられること

から負担軽減の為の補助を実施すること。 
 
２６ 不登校の児童・生徒の実態調査をして対応をすること。 
 
２７ 自閉症スペクトラムの児童・生徒の動向に注視しバックアップをするこ

と。 
 
２８ 市内のスポーツクラブの少子化の実態調査し活性化に努めること。 
 
２９ 部活動中の熱中対策をしっかりすること。 
３０ 貸付型の奨学金を利用している学生に対して利子補助を実施すること 
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３１ 大学・専門学校生の為の給付型の奨学金制度の設置と、それを運営する

為の教育基金を創設すること。 
 
３３ 愛知教育大学との二者協定を活用して、貧困家庭に対して無料学習講座

を開催すること。（教員に負担をかけないこと。） 
 
３４ 幼児同乗自転車購入補助金を復活させること。 
 
３５ 市民に対してヤングケアラー・ダブルケアの調査、啓蒙、周知を行い実

態把握に努め、必要な対策を講じること。 
 
 
３６ 学校の体育館を活用したスポーツ推進について、学校側の負担を軽減さ

せる為に、インターネットの予約システムの活用を推進すること。 
 
３７ 老朽化した学校の体育館の建て直しを検討すること。 
 
３８ IT 環境の活用を推進すること。 
 
３９ 有機農業の推進を図るとともに、給食での有機野菜等の使用を検討する

こと。 

 
４０ タブレット端末の利用の弊害（いじめ等）を把握し予防対策を万全にす

ること。 
 
４１ 体育館等の予約システムの課題を把握し解消すること。 
 
４２ 地域体育館構想を検討すること。 
 
４３ 観光協会等を活用して刈谷市の文化的情報発信をすること。 
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コロナ対策関連（１3 要望） 

 
１ アフター、ウィズコロナを生き抜くために・健康推進事業を強力に推進す

ること。 
 
２ DV、児童虐待など特段の注意を払うこと。・自死対策・子供の貧困対策の

強化 
 
３ 商店街連盟等を通じて、個人事業者へ国民健康保険の減免制度があること

を周知すること。 
 
４ 生活資金の特例貸し付けの返済が 2023 年 1 月から始まる。生活再建が進ま

ない市民の相談体制や返済猶予など対策を強化されたい。 

 
 
５ 固定資産税・都市計画税の減免制度を周知すること。 
 
６ 感染リスクの高い刈谷駅周辺に対してコロナ対策をしっかり行うこと。 
 
７ 市内の医院等が PCR 検査を行った場合、市独自の補助を出すこと。 
 
８ コロナ感染者の検査体制の充実を図るとともに、県、市が行う支援内容の

周知を徹底すること。 

 
 
９ 商店、企業、農業法人等・・経営状態、雇用実態、とりわけ外国人の実 

調査をすること。 
 
１０ 農業関係者・・労働力確保、生産品の販路拡大に必要な応援すること。 
 
１１ 児童生徒に対する季節性インフルエンザの予防接種を無料にすること。 
 
１２ 季節性インフルエンザ感染拡大防止の徹底。 
 
１３ 商店、飲食店・事業転換チャレンジをさらに支援する事業展開すること。 
 
                           以上 


